
議案第１９号 

執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例 

 執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表市長の部宝塚市公契約条例検討委員会の項の次に次のように加える。 

宝塚市パークマ

ネジメント計画

等審議会 

宝塚市パークマネジメ

ント計画及び宝塚市街

路樹管理計画の策定及

び 推 進 に つ い て の 調

査、審議に関する事務 

８人以内 知識経験者 ４人以内 

市内の公共的団体の代表者 

２人以内 

公募による市民 １人 

関係行政機関の職員 １人 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

宝塚市平和基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市平和基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市平和基金条例の一部を改正する条例 

 宝塚市平和基金条例（平成７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「及び運用益金の処理」を削り、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条

を加える。 

 （処分） 

第５条 基金は、第 1 条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、

予算に計上して処分することができる。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２１号 

 宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 宝塚市国民健康保険条例（昭和３４年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、令和５年４月１日以後の出産に係る出産育児一時金

の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお

従前の例による。 
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議案第２２号 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について 

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例 

 （宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、同項第１号

中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

 第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項

中「第１９条第 1 項第２号又は第３号」を「第１９条第２号又は第３号」に、「同項第

２号又は第３号」を「同条第２号又は第３号」に改める。 

 第７条第２項中「第１９条第１項第２号又は第３号」を「第１９条第２号又は第３号」

に改める。 

 第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア(ア)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同号ア(イ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同号イ(ア)

中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ(イ)中「第１９条第

１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 
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 第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

 第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２

項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条第２

号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２

項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１

号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第 

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に改める。 

 第３７条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。 

 第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。 

 第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２

項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３

号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第１号

又は第３号」を「第１９条第１号又は第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第 

１９条第２号」に改める。 

 第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２

項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３

号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第 

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 （宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部改正） 

第２条 宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２７年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項第１号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、同項第２

号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３

号」に改める。 

 附則第４条（見出しを含む。）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改める。 
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（宝塚市立保育所設置条例の一部改正） 

第３条 宝塚市立保育所設置条例（昭和３０年条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第１項第１号中「第１９条第１項第２号又は第３号」を「第１９条第２号又は

第３号」に改める。 

 （宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部改正） 

第４条 宝塚市立子ども発達支援センター条例（平成２４年条例第４８号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第３項中「前項各号」を「第１項各号」に改める。 

 第８条第１項第１号及び同条第４項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、

同条第５項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

 （宝塚市立身体障碍者支援センター条例の一部改正） 

第５条 宝塚市立身体障碍者支援センター条例（平成１７年条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項第２号中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。 

第７条第１項第１号中「身体障害者福祉法」の次に「（昭和２４年法律第２８３

号）」を加える。 

 別表障害福祉サービス事業の項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

第 1 節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付に関する基準（第５１条・第５２条）」を 

「第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

第 1 節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付に関する基準（第５１条・第５２条） 

第４章 雑則（第５３条）                   」に改める。 

第５条第２項から第６項までを削る。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３８条第２項を削る。 

本則に次の１章を加える。 

 第４章 雑則 

（電磁的記録等） 
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第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものにつ

いては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により

行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に

代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理

組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第１号に

おいて同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したもの

とみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、

教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育

給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提

供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項
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を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録

したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護

者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、

「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を

受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交

付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準

用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２

項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供

する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは

「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項にお

いて準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２

項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の

取得」と読み替えるものとする。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２４号 

宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び宝塚

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び宝塚市放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び宝塚

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 （宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４７条）」を 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４７条） 

 第６章 雑則（第４８条）           」に改める。 

第７条中「次条第１項」の次に「、第８条の３第２項」を加える。 

第８条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育

事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に

対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常

生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等にお

ける安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 
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２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければなら

ない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画

の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための

移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車

及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法

により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれ

と並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有し

ないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれ

が少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に

定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１１条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同

条ただし書を削る。 

第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施する」に改める。 

本則に次の１章を加える。 

 第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第４８条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
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複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

（宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児

童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、

利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後

児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において

「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければな

らない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利
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用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染

症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業

務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施する」に改める。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中宝塚市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例目次の改正規定、第１４条の改正規定及

び本則に１章を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

 （宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う

経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第１条の規定による改正後の

宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第８条の３第２項の

規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自

動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車

内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」とい

う。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車

にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とし

た自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講
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じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

（宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第２条の規定による改正後の

宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条の２の

規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めな

ければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ

ば」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」と

する。 
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議案第２５号 

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

次のとおり制定するものとする。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 （宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部改正） 

第１条 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例（平成２２年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項中「宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）」を「宅地造成等

規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号。別表第１において「改正法」と

いう。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改

正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。別表第１において「旧宅地造成

等規制法」という。）」に改める。 

別表第１中「宅地造成等規制法」を「改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前

の例によることとされた旧宅地造成等規制法」に改める。 

 （宝塚市都市景観条例の一部改正） 
第２条 宝塚市都市景観条例（平成２４年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項第７号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規制法の一部を改正す

る法律（令和４年法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法」に改める。 

（宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例の一部改正） 

第３条 宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例（平成１７年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）」を「宅地造成等規制法

の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）による改正前の宅地造成等規制法（昭
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和３６年法律第１９１号。以下「旧宅地造成等規制法」という。）」に改め、同条第２

号イ中「宅地造成等規制法」を「旧宅地造成等規制法」に改める。 

第２１条第３項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律

附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた旧宅地造成等規制法」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年５月２６日から施行する。 
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議案第２６号 

宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例 

宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例（平成２２年条例第１２号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表第１中 

「 

(22) 建築物の容積

率の特例許可申請手

数料 

建基法第５２条第１０項、第１１項又は

第１４項の規定に基づく建築物の容積率

に関する特例の許可の申請に対する審査 

１６０，０００

円 

 」 

を 

「 

(22) 建築物の容積

率の特例認定申請手

数料 

建基法第５２条第６項第３号の規定に基

づく建築物の容積率に関する特例の認定

の申請に対する審査 

２７，０００円 

(22)の２ 建築物の

容積率の特例許可申

請手数料 

建基法第５２条第１０項、第１１項又は

第１４項の規定に基づく建築物の容積率

に関する特例の許可の申請に対する審査 

１６０，０００

円 

 」 

に改め、同表第２７の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３項又は第４項各号」

に改め、同表第３２の項の次に次のように加える。 

(32)の２ 高度地区 建基法第５８条第２項の規定に基づく高 １６０，０００ 
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内における建築物の

高さの特例許可申請

手数料 

度地区内における建築物の高さに関する

特例の許可の申請に対する審査 

円 

 別表第１第５７の項及び第５９の項中「建築物の建築」を「建築物の新築又は増築等」

に改める。 

 別表第３中 

「 

共 同 住 宅

等 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １５，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３０，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

６９，０００円 

床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１０６，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メートル未満のもの 

１７０，０００

円 

床 面 積 の 合 計 が ２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５０，０００平方メートル未満のもの 

２４０，０００

円 

床面積の合計が５０，０００平方メートル以上のもの ３７５，０００

円 

複合

建築

物 

住 宅

部分 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １５，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３０，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

６９，０００円   床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００ １０６，０００   平方メートル未満のもの 円   床 面 積 の 合 計 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メートル未満のもの 

１７０，０００

円 
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  床 面 積 の 合 計 が ２ ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５０，０００平方メートル未満のもの 

２４０，０００

円   床面積の合計が５０，０００平方メートル以上のもの ３７５，０００

円  非 住

宅 部

分 

非 住 宅 部

分 に 係 る

適 合 証 が

添 付 さ れ

て い る 場

合 

床面積の合計が３００平方メートル未満のも

の 

１２，０００円  床面積の合計が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のもの 

２２，０００円  床面積の合計が１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

３５，０００円  床面積の合計が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のもの 

１０４，０００

円   床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のもの 

１５４，０００

円  床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

２０１，０００

円  床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満のもの 

２４３，０００

円  床面積の合計が５０，０００平方メートル以上

のもの 

３５７，０００

円   非 住

宅 部

分 に

係 る

適 合

証 が

添 付

さ れ

てい 

建 築

物 全

体 の

エ ネ

ル ギ

ー の

使 用

の 効

率性 

床面積の合計が３００平方メートル未満のも

の 

９６，０００円  床面 積 の 合計 が ３ ００ 平 方 メー ト ル 以 上

１，０００平方メートル未満のもの 

１２４，０００

円 
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  な い

場合 そ の

他 の

性 能

に つ

い

て 、

特 別

な 調

査 又

は 研

究 の

結 果

に 基

づ く

計 算

方 法

と し

て 市

長 が

別 に

定 め

る も

の に

よ り

算 出

す る

場合 

床面積の合計が１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

１６３，０００

円  床面積の合計が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のもの 

２７１，０００

円   床面積の合計が５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満のもの 

３４７，０００

円  床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

４２４，０００

円  床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満のもの 

４９２，０００

円  床面積の合計が５０，０００平方メートル以上

のもの 

６５６，０００

円 

   そ の

他の 

床面積の合計が３００平方メートル未満のも

の 

２４４，０００

円 
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   場合 床面 積 の 合計 が ３ ００ 平 方 メー ト ル 以 上

１，０００平方メートル未満のもの 

３０７，０００

円 

床面積の合計が１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

３９７，０００

円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のもの 

５７５，０００

円  床面積の合計が５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満のもの 

７０３，０００

円 

床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

８３９，０００

円 

床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満のもの 

９５３，０００

円   床面積の合計が５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，２０９，０００

円 

 」 

を削り、 

「 

共 同 住 宅

等 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ７７，０００円

床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のもの 

２２８，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のもの 

３１８，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

６１７，０００

円 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上 １，０６５，０００ ５０，０００平方メートル未満のもの 円 床面積の合計が５０，０００平方メートル以上 １，９５８，０００
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 のもの 円

 」 

を 

「 

共 同 住 宅

等 

誘 導 仕 様

基 準 に よ

り 算 出 す

る場合 

床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

３８，０００円

床面積の合計が３００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のも

の 

６６，０００円

床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

１２５，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満

のもの 

１７８，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未

満のもの 

３２２，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上５０，０００平方メートル未

満のもの 

５２０，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方メー

トル以上のもの 

９１５，０００

円

そ の 他 の

場合 

床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの 

７７，０００円

床面積の合計が３００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のも

の 

１３０，０００

円  床面積の合計が２，０００平方メート ２２８，０００
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  ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

円

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満

のもの 

３１８，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未

満のもの 

６１７，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上５０，０００平方メートル未

満のもの 

１，０６５，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方メー

トル以上のもの 

１，９５８，０００

円

 」 

に、 

「 

住 宅

部分 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ７７，０００

円

床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００

円

床面 積の 合 計 が２ ，０ ０ ０ 平 方 メー トル 以 上

５，０００平方メートル未満のもの 

２２８，０００

円

床面 積の 合 計 が５ ，０ ０ ０ 平 方 メー トル 以 上

１０，０００平方メートル未満のもの 

３１８，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

６１７，０００

円 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満のもの 

１，０６５，０００

円 床面積の合計が５０，０００平方メートル以上のも １，９５８，０００
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 の 円

 」 

を 

「 

住 宅

部分 

誘 導 仕

様 基 準

に よ り

算 出 す

る場合 

床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの 

３８，０００

円

床面積の合計が３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

６６，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のもの 

１２５，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未満のもの 

１７８，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メートル未満のもの 

３２２，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メートル

以上５０，０００平方メートル未満のもの 

５２０，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方メートル

以上のもの 

９１５，０００

円

そ の 他

の場合 

床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの 

７７，０００

円

床面積の合計が３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

１３０，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のもの 

２２８，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未満のもの 

３１８，０００

円  床面積の合計が１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メートル未満のもの 

６１７，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メートル １，０６５，０００
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  以上５０，０００平方メートル未満のもの 円  床面積の合計が５０，０００平方メートル

以上のもの 

１，９５８，０００

円

 」 

に改め、同表備考９を同表備考１０とし、同表備考８を同表備考９とし、同表備考７の次

に次のように加える。 

８ この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下別表第４において「基準省令」

という。）第１０条第２号イ(２)及び同号ロ(２)に規定する基準をいう。 

 別表第４中 

「 

一 戸 建 て の 住

宅 

床面積の合計が２００平方メートル未満の

もの 

３７，０００円

床面積の合計が２００平方メートル以上の

もの 

４２，０００円

共同住宅等 床面積の合計が３００平方メートル未満の

もの 

７４，０００円

床面積の合計が３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満のもの 

１２６，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のもの 

２２２，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル未満のもの 

３１０，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メートル未満のもの 

６０４，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メートル

以上５０，０００平方メートル未満のもの 

１，０４５，０００

円 床面積の合計が５０，０００平方メートル

以上のもの 

１，９２３，０００

円
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 」 

を 

「 

一 戸 建 て の 住

宅 

誘 導 仕

様 基 準

に よ る

場合 

床面積の合計が２００平方メート

ル未満のもの 

２０，０００円

床面積の合計が２００平方メート

ル以上のもの 

２２，０００円

そ の 他

の場合 

床面積の合計が２００平方メート

ル未満のもの 

３７，０００円

床面積の合計が２００平方メート

ル以上のもの 

４２，０００円

共同住宅等 全 て の

住 戸 が

誘 導 仕

様 基 準

に よ る

場合 

床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの 

３７，０００円

床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未

満のもの 

６６，０００円

床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの 

１２６，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１０，０００平方メー

トル未満のもの 

１８１，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方

メートル以上２５，０００平方メ

ートル未満のもの 

３２８，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方

メートル以上５０，０００平方メ 

５３３，０００

円  ートル未満のもの  床面積の合計が５０，０００平方 ９４０，０００
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  メートル以上のもの 円

そ の 他

の場合 

床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの 

７４，０００円

床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未

満のもの 

１２６，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メート

ル未満のもの 

２２２，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１０，０００平方メー

トル未満のもの 

３１０，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方

メートル以上２５，０００平方メ

ートル未満のもの 

６０４，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方

メートル以上５０，０００平方メ

ートル未満のもの 

１，０４５，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方

メートル以上のもの 

１，９２３，０００

円

 」 

に、 

「 

住宅部

分 

床面積の合計が３００平方メートル未満のも

の 

７４，０００円

床 面 積 の 合 計 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

２，０００平方メートル未満のもの 

１２６，０００

円 床面積の合計が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のもの 

２２２，０００

円
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 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のもの 

３１０，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの 

６０４，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満のもの 

１，０４５，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方メートル以上

のもの 

１，９２３，０００

円

 」 

を 

「 

住宅部

分 

全 て の

住 戸 が

誘 導 仕

様 基 準

に よ る

場合 

床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

３７，０００円

床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満のもの 

６６，０００円

床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

１２６，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満

のもの 

１８１，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未

満のもの 

３２８，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上５０，０００平方メートル未

満のもの 

５３３，０００

円  床面積の合計が５０，０００平方メー

トル以上のもの 

９４０，０００

円
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 そ の 他

の場合 

床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

７４，０００円

床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満のもの 

１２６，０００

円

床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

２２２，０００

円

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満

のもの 

３１０，０００

円

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未

満のもの 

６０４，０００

円

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上５０，０００平方メートル未

満のもの 

１，０４５，０００

円

床面積の合計が５０，０００平方メー

トル以上のもの 

１，９２３，０００

円

 」 

に、 

「 

全ての住戸がフロア

入力法又は仕様基準

による場合 

 」 

及び 

「 

単位住戸の数が１で

ある住宅部分の全て 
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の住戸がモデル住宅

法による場合、単位

住戸の数が２以上で

ある住宅部分の全て

の住戸がフロア入力

法による場合又は全

ての住戸が仕様基準

による場合 

 」 

を 

「 

全ての住宅がモデル

住宅法又は仕様基準

による場合 

 」 

に改め、同表備考第６中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）」を「基準省令」に改め、同

表備考１５を削り、同表備考１４中「第１条第１項第２号イ(２)(ｉ)」を「第１条第１項

第２号イ(２)」に改め、同備考を同表備考１５とし、同表備考１３の次に次のように加え

る。 

１４ この表において「誘導仕様基準」とは、基準省令第１０条第２号イ(２)及びロ(２)

に規定する基準をいう。 

 別表第４備考第１７を削り、同表備考１８を同表備考１７とし、同表備考１９を同表備

考１８とし、同表備考２０を同表備考１９とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令和５年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第１項の認
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定を受けた低炭素建築物新築等計画（この条例の施行の日前に同法第５３条第１項の申

請をしているものに限る。）の変更に係る低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

の徴収については、改正後の別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第２７号 

宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例（平成１８年条例第６５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第２項第１号中「第５５条第３項」の次に「若しくは第４項」を加える。 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第２８号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

安倉上池地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された阪神間都市計

画安倉上池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ

た区域 

 別表第２中 

「４０ 武庫川町西地区整備計画区域」 

を 

「４０ 武庫川町西地区地区整備計画区域」 

に、 

「４１ 武田尾地区整備計画区域」 

を 

「４１ 武田尾地区地区整備計画区域」に改め、同表に次のように加える。 

４２ 安倉上池地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分 全域 

(イ) 建築してはならない

建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１) 住宅 
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  (２) 住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供

し、かつ、令第１３０条の３各号に掲げる用途の

いずれかを兼ねるもの（これらの用途に供する部

分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるも

のを除く。） 

(３) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(４) 学校、図書館その他これらに類するもの 

(５) 診療所又は病院 

(６) 倉庫（倉庫業を営む倉庫を除く。）で床面積の合

計が９０平方メートル以内のもの（３階以上の部

分をその用途に供するものを除く。） 

(７) 法別表第２(い)項第５号から第７号までに掲げる

もの 

(８) 法別表第２(は)項第４号から第６号までに掲げる

もの 

(９) 法別表第２(い)項第９号及び(は)項第７号に掲げ

るもの 

(10) 前各号の建築物に付属するもの（令第１３０条の

５の５各号に定めるものを除く。） 

(ウ) 建築物の容積率 (ａ)  

(ｂ)  

(エ) 建築物の建蔽率 (ａ)  

(ｂ)  

(オ) 建築物の敷地面積の

最低限度 

(ａ)  

(ｂ)  

(カ) 建築物の外壁等の面

から敷地境界線まで

の距離の最低限度 

(ａ) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 

(ｂ) １メートル 

(ｃ) 次の各号のいずれかに該当するもの 

(１) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル 
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   以下であるもの 

(２) 物置その他これに類する用途に供し、軒の

高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積

の合計が５平方メートル以内であるもの 

(キ) 建築物の高さの最高

限度 

(ａ) 全域 

(ｂ) １５メートル 

(ｃ)  

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

- 43-



- 44-



議案第２９号 

 宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例の一部を改正 

する条例 

宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例（平成１５年条例第３４

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第５号中「第２９条」を「第３１条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

 宝塚市営霊園条例等の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市営霊園条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市営霊園条例等の一部を改正する条例 

 （宝塚市営霊園条例の一部改正） 

第１条 宝塚市営霊園条例（平成２９年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第４章 合葬式墓所の使用（第３３条－第４２条） 

第５章 雑則（第４３条－第４６条） 

第６章 罰則（第４７条）            」を 

「第４章 合葬式墓所の使用（第３３条－第４１条） 

第５章 樹木葬式墓所の使用（第４２条－第５２条） 

第６章 雑則（第５３条－第５６条） 

第７章 罰則（第５７条）            」に改める。 

 第２条第４号中「第９５８条の３」を「第９５８条の２第１項」に改め、同号を同条

第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

(４) 樹木葬式墓所 樹木等を主な墓標とし、その樹木等の周囲に焼骨を埋蔵する墓

所をいう。 

 第４条第１項第２号中「及び合葬式墓所」を「、合葬式墓所及び樹木葬式墓所」に改

める。 

 第６条中「、本市に住所を有する自然人で」及び「の要件」を削り、「ものでなけれ

ばならない」を「自然人（規則で定める場合にあっては、市内に住所を有する者に限

る。）とする」に改め、同条ただし書を削る。 

 第９条の見出し中「返還」を「還付」に改め、同条中「返還しない」を「還付しな

い」に改め、同条ただし書中「返還することができる」を「還付することができる」に

改める。 
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 第１３条第２項中「前項本文」を「前項」に改める。 

 第２３条（見出しを含む。）中「返還」を「還付」に改める。 

 第３４条中「に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件」を「のいずれか」に改め、

同条各号を次のように改める。 

(１) 合葬式墓所に埋蔵しようとする焼骨を所持している者 

(２) 自己又は親族の生前において、これらの者の焼骨を埋蔵するために合葬式墓所

を使用する権利（以下「合葬式墓所使用権」という。）を取得しようとする者 

第３５条第３項を削り、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 市長は、合葬式墓所の使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付すこ

とができる。 

 第３６条中第５項を第６項とし、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項

を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 合葬式墓所の使用許可に係る焼骨の埋蔵は、市がこれを行う。 

第３７条第２項ただし書を次のように改める。 

 ただし、合葬式墓所使用者が合葬式墓所の使用許可を受けた日から起算して５年以

内に第３９条の規定による届出をした場合、合葬式墓所の使用料の５割に相当する額

を還付することができる。 

 第３７条第２項各号を削る。 

第３８条第１項中「合葬式墓所使用者」の次に「及びその者の遺族その他の関係者」

を加え、同条第２項中「者」の次に「（以下この条において「合葬式墓所記名板刻字

申請者」という。）」を加え、同条第３項中「記名板に刻字しようとする合葬式墓所

使用者」を「合葬式墓所記名板刻字申請者」に改める。 

第３９条を削り、第４０条を第３９条とし、第４１条を第４０条とし、第４２条を第

４１条とする。 

第４７条を第５７条とする。 

 第６章を第７章とする。 

 第４６条を第５６条とする。 

 第４５条中「及び特別墓所」を「、特別墓所及び樹木葬式墓所（共同埋蔵型墳墓を除

く。）」に改め、同条を第５５条とし、第４４条を第５４条とする。 
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 第４３条第１項中「及び合葬式墓所使用者」を「、合葬式墓所使用者及び樹木葬式墓

所使用者」に、「又は合葬式墓所使用許可証」を「、合葬式墓所使用許可証又は樹木葬

式墓所使用許可証」に改め、同条第２項を削り、同条を第５３条とする。 

第５章を第６章とする。 

第４章の次に次の１章を加える。 

 第５章 樹木葬式墓所の使用 

（樹木葬式墓所の施設） 

第４２条 樹木葬式墓所に、次の各号に掲げる墳墓及び記名板を置く。 

(１) 共同埋蔵型墳墓 

(２) 大型シンボルツリー型墳墓 

(３) 小型シンボルツリー型墳墓 

(４) ガーデニング型墳墓 

（樹木葬式墓所使用者の範囲） 

第４３条 樹木葬式墓所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る自然人とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

(１) 樹木葬式墓所に埋蔵しようとする焼骨を所持している者 

(２) 自己又は親族の生前において、これらの者の焼骨を埋蔵するために樹木葬式 

墓所を使用する権利（以下「樹木葬式墓所使用権」という。）を取得しようとす

る者 

（樹木葬式墓所の使用許可等） 

第４４条 樹木葬式墓所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許

可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による樹木葬式墓所の使用許可（以下「樹木葬式墓所使用許可」とい

う。）は、その使用場所を指定して行い、原則として申請者１人につき１箇所とす

る。 

３ 市長は、樹木葬式墓所使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付す

ことができる。 

４ 市長は、樹木葬式墓所使用許可を受けた者（以下「樹木葬式墓所使用者」とい

う。）に、宝塚市営霊園樹木葬式墓所使用許可証（以下「樹木葬式墓所使用許可

証」という。）を交付する。 
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５ 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓の使用許可の期間は、２０年

とする。 

６ 小型シンボルツリー型墳墓又はガーデニング型墳墓の使用許可を受けた場合にお

いて、前項に定める使用期間の経過後は、当該樹木葬式墓所使用許可を共同埋蔵型

墳墓の使用許可とする。 

（樹木葬式墓所への埋蔵） 

第４５条 樹木葬式墓所には、樹木葬式墓所使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵するこ

とができる。 

２ 共同埋蔵型墳墓の使用許可に係る焼骨の埋蔵及び次項の規定による改葬は、市が

これを行う。 

３ 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓に焼骨を埋蔵する場合におい

て、前条第５項に定める使用期間の経過後は、当該焼骨を共同埋蔵型墳墓に改葬す

るものとする。 

４ 前項の場合において、共同埋蔵型墳墓への改葬に要する費用は、市が負担する。 

５ 前各項に規定するもののほか、樹木葬式墓所への焼骨の埋蔵に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（樹木葬式墓所使用料） 

第４６条 樹木葬式墓所使用者は、別表第４に掲げる額に消費税率及び地方消費税率

の合計に１を加えた率を乗じて得た額（以下「樹木葬式墓所使用料」という。）を

使用許可の際納付しなければならない。ただし、第４４条第６項の規定により共同

埋蔵型墳墓の使用許可を受けた場合については、この限りでない。 

２ 既納の樹木葬式墓所使用料は、還付しない。ただし、樹木葬式墓所使用者が樹木

葬式墓所の使用許可を受けた日から起算して５年以内に第５０条の規定による届出

をした場合は、樹木葬式墓所使用料の５割に相当する額を還付することができる。 

（樹木葬式墓所における石板の造営） 

第４７条 樹木葬式墓所使用者（共同埋蔵型墳墓の使用許可を受けた者（以下「共同

埋蔵型墳墓使用者」という。）を除く。次項、第４９条及び第５２条において同

じ。）は、規則で定める基準に従い樹木葬式墓所に家名等を刻字した石板（以下

「石板」という。）の造営を行うことができる。 

２ 樹木葬式墓所使用者は、前項の規定により石板の造営を行おうとするときは、あ
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らかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（記名板への刻字等） 

第４８条 共同埋蔵型墳墓使用者及びその者の遺族その他の関係者は、規則で定める

ところにより、記名板に氏名その他の事項を刻字することができる。 

２ 前項の規定により記名板に刻字しようとする者（以下この条において「樹木葬式

墓所記名板刻字申請者」という。）は、規則で定めるところにより、市長に申請し、

その許可を受けなければならない。 

３ 樹木葬式墓所記名板刻字申請者は、規則で定める額に消費税率及び地方消費税率

の合計に１を加えた率を乗じて得た額（以下「記名板使用料」という。）を規則で

定める期限までに納付しなければならない。 

４ 既納の記名板使用料は、還付しない。 

（樹木葬式墓所の返還） 

第４９条 樹木葬式墓所使用者は、樹木葬式墓所を使用する必要がなくなったときは、

市長に届け出て、直ちに当該樹木葬式墓所を市に返還しなければならない。 

２ 前項の規定により返還された樹木葬式墓所の原状回復は、市がこれを行う。 

（樹木葬式墓所の使用の取りやめ） 

第５０条 樹木葬式墓所使用者は、樹木葬式墓所に焼骨が埋蔵されていない場合（大型

シンボルツリー型墳墓、小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓の使用許

可を受けた者にあっては、石板の造営を行っていない場合に限る。）において、樹木

葬式墓所を使用する必要がなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

（樹木葬式墓所の使用の取消し） 

第５１条 市長は、樹木葬式墓所使用者（共同埋蔵型墳墓使用者にあっては、当該墳

墓に焼骨を埋蔵していない者に限る。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

樹木葬式墓所使用許可を取り消すことができる。 

(１) 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したと

き。 

(２) 樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。 

(３) 樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められ

るとき。 
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(４) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。 

（焼骨の返還） 

第５２条 市長は、樹木葬式墓所使用者から埋蔵した焼骨の返還請求があった場合は、

当該焼骨を当該樹木葬式墓所使用者に返還する。 

２ 前項の場合において、樹木葬式墓所使用者は、焼骨の返還後直ちに第４９条の規

定に基づき当該樹木葬式墓所を市に返還しなければならない。 

３ 共同埋蔵型墳墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。 

 附則第５項を削る。 

 別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第４６条関係） 

区分 金額 

共同埋蔵型墳墓 ２００，０００円 

大型シンボルツリー型墳墓 ８００，０００円 

小型シンボルツリー型墳墓 ５００，０００円 

ガーデニング型墳墓 ７００，０００円 

 （宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例（平成２９年条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 附則第２項中「宝塚市営霊園条例」を「第８条」に改め、「使用料及び」及び「永代

使用料及び」を削り、附則に次の１項を加える。 

 ３ 改正後の第１０条の２の規定は、平成２９年９月１日前に霊園の使用許可の申請を

した者（令和６年１月１日以後に使用場所を返還したものに限る。）及び平成２９年

９月１日以後に霊園の使用許可の申請をした者に係る永代使用料及び永代管理料又は

使用料及び管理料の還付について適用し、同日前に霊園の使用許可の申請をした者

（令和６年１月１日以後に使用場所を返還したものを除く。）に係る永代使用料及び

永代管理料の還付については、なお従前の例による。 

 附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第３１号 

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その５））の

締結について 

次のとおり工事請負契約を締結しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定

により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 契 約 の 目 的  土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その５） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥１９８，０００，０００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市小浜３丁目６番５号 

 株式会社アーデント 

 代表取締役 吉 田 信 幸 

５ 工 事 場 所  宝塚市長尾台１丁目地内 

６ 工 事 概 要  崩壊土砂防護柵工 一式 

 仮設工      一式 
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議案第３２号 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１））の変更につ 

いて 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１）、令和４年１０月７日

議案第１０２号で議決）の一部を次のとおり変更しようとするので、地方自治法第９６条

第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

「１ 契 約 の 目 的  （都）荒地西山線道路新設改良工事（その１） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥３９１，１９３，０００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市小浜２丁目１－２－２０２ 

株式会社カナック工業 

代表取締役 金 山 敬 姫 

５ 工 事 場 所  宝塚市千種１丁目外地内 

６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０２枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

Ｆ側：２１枚（Ⅲ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

地中障害物除却、薬液注入等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 
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中 

「３ 契 約 の 金 額  ￥３９１，１９３，０００.-              」 

を 

「３ 契 約 の 金 額  ￥４１６，７７４，６００.-              」 

に、 

「６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０２枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

Ｆ側：２１枚（Ⅲ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

地中障害物除却、薬液注入等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 

を 

「６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０２枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

Ｆ側：２１枚（Ⅲ型） 

鋼矢板引抜北側：１５４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４５枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 
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地中障害物除却、薬液注入、覆工板工等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 

に変更する。 
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議案第３３号 

権利の放棄について 

次のとおり権利を放棄しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 放棄する権利の内容 

 阪神・淡路大震災により被害を受け、宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和

５７年条例第７６号）第１２条第１項の規定により災害援護資金（以下「本件貸付

金」という。）の貸付けを受けた者に対して有する次に掲げる債権 

内  容 総  額 

本件貸付金のうち未償還のもの（３８件） ４３，０９７，０７６円 

本件貸付金のうち未償還のものについて生じた

利息（３８件） 

 

３，１２６，９３４円 

 備考 債権の件数と総額は、いずれも令和４年１２月３１日時点のもの 
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議案第３４号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4567 4567号線 

起 

点 

山本野里1丁目124

番8 

 ｍ 
 

50.30 

ｍ 

最大  6.00 
 

最小  5.30 
終 

点 

山本野里1丁目124

番16 
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議案第３５号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4568 4568号線 

起 

点 

山本丸橋3丁目61

番28 

 ｍ 
 

118.25 

ｍ 

最大  6.00 
 

最小  5.30 
終 

点 

山本丸橋3丁目70

番22 
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議案第３６号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4569 4569号線 

起 

点 
米谷2丁目39番1 

 ｍ 
 

41.15 

ｍ 

最大  5.30 
 

最小  4.60 
終 

点 
米谷2丁目39番8 
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諮問第１号 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

宝塚市の区域の人権擁護委員１３人のうち１人の任期が、令和５年６月３０日をもって

満了するため、次の者を委員の候補者として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和５年（２０２３年）２月１３日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

人権擁護委員の候補者として推薦しようとする者 

住 所  あああああああああああああ 

氏 名  津 國 千恵子 

 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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